
訪日外国人旅行者向け体験型・周遊滞在型コンテンツ開発販売促進事業（ＯＴＡ流通） 

仕様書 

 

１．委託業務名 

  訪日外国人旅行者向け体験型・周遊滞在型コンテンツ開発販売促進事業（ＯＴＡ流通）

委託業務 

 

２．業務期間 

  契約締結の日から令和４年３月 15日まで 

 

３．趣旨・目的 

現在、新型コロナウイルス感染症の影響により海外渡航が制限されている中ではある

ものの、同感染症収束後における海外旅行への意欲は高まっており、多くの外国人旅行

者が日本へ訪れることが期待できる。 

また、今後は人が密集する旅行を避ける傾向が強まり、団体旅行ではなく個人旅行を

選択する人がより一層増加すると考えられることから、ＦＩＴ型旅行者層に対して本県

の観光情報を積極的にＰＲしていくことが重要である。 

そこで、ＦＩＴ型旅行者層が海外旅行の際に利用するＯＴＡ（Online Travel Agent）

等プラットフォームを活用し、積極的に海外への情報発信を行うことにより、収束後の

本県への誘客を図る。 

感染症による大きな影響を受けた地域経済の回復と、観光を通じたサスティナブルな

地域社会の実現を目指し、各地域への集客を見据えたプロモーションを実施・展開する。 

 

４．業務の内容 

公益社団法人ひょうご観光本部（以下、「観光本部」という）が実施する「訪日外国

人旅行者向け体験型・周遊滞在型コンテンツ開発販売促進事業（ＯＴＡ流通）」におい

て、以下の業務を委託する。 

 

（１）ＯＴＡ掲載を希望するコンテンツ事業者の募集及び説明会の実施 

① 令和２年度に造成したコンテンツを対象に、各事業者にＯＴＡ掲載の意向調査を

実施する。 

    なお、コンテンツ事業者には、ＯＴＡサイトに登録するメリット及び注意点を説

明し、多くのコンテンツを掲載できるよう努めること（25件以上） 

 ② ＯＴＡサイトへの掲載を希望するコンテンツ事業者を対象に説明会を実施する。

その際、掲載にあたっての注意事項や登録の方法、必要経費、手数料等の諸事項を

含め事業者に説明すること（オンラインでの実施も可とする） 

  



（２）ＯＴＡへの掲載 

コンテンツ事業者の意向をもとにＯＴＡサイトへ掲載する。 

【留意事項】 

■兵庫県の特集ページを作成するなど、本県が有するコンテンツを効果的に発信す

ること 

■ページは、スマートフォン、タブレット、パソコン等の多様な媒体から閲覧可能

であること 

■作成するページは、英語、中国語（繁体字）を含む２ヶ国語以上とし、翻訳者２

名以上による確認をおこない、翻訳の正確性を確保すること 

■ＯＴＡサイトは、閲覧数、閲覧者の国籍内訳、申し込み数などが把握でき、観光

本部のウェブサイトからも予約できるシステムであること 

■ＯＴＡに掲載する初期登録費用及び観光本部のウェブサイト上から予約できる

システム構築費用については、委託料に含めるものとする。 

【参考】当事業の概要 

 令和２年度、観光本部では観光庁「訪日外国人旅行者周遊に向けた体験型・滞在型コ

ンテンツ開発促進事業」補助金を活用のうえ、『地域資源』を持続可能な観光コンテン

ツに育て、磨き上げるための「コンテンツ開発事業」を実施し、55件のコンテンツを造

成した。 

このたび、当該コンテンツをＯＴＡに掲載及び情報発信するもの。 

 

（ターゲット）：台湾、タイなどアジア諸国、欧米豪 

（プロセス）：① ＯＴＡ掲載を希望するコンテンツ事業者の募集及び説明会の実施 

② ＯＴＡへの掲載（インバウンド向け） 

  （コンテンツ）：令和２年度造成の 55件については、別添資料を参照すること 

 

５．成果物の提出 

（１）成果物 

   受託者は、本事業が完了したとき、「事業完了報告書」を作成し、紙媒体各５部及び

電子データを本部に提出しなければならない。 

電子データはメディア（CDまたは DVD）に記録し５部提出すること。なお、各ファイ

ルには内容が判別できるファイル名を付与し、ウィルスチェックをおこなうこととする。 

【事業完了報告書】記載内容 例 

業務の実施期間、実施した業務及び掲載したコンテンツの一覧、各会議の議事・ＯＴ

Ａサイトの閲覧数、閲覧者の国籍内訳、申し込み数 等、成果物として取りまとめた

もの 

   

（２）提出場所 

   公益社団法人ひょうご観光本部 

   （〒650-8567 神戸市中央区下山手通 5丁目 10-1 兵庫県庁 1号館 7階） 

 

（３）提出期限 

   令和４年３月 15日（火）午後５時 



６．委託料の上限額 

  委託料の上限額は、2,112千円（消費税及び地方消費税を含む）とし、委託料には業務

実施に係る全ての費用を含むこととする。 

 

７．精算・支払い 

報告書をもとに履行確認のうえ、請求書受領後、令和４年３月末日までに精算を行う。 

 

８．留意事項等 

（１）受託者は、業務期間はもとより期間終了後も、当該業務で知り得た機密、個人情報

について、第三者に漏らしてはならない。また、本事業を履行する上で個人情報を取

り扱う場合、兵庫県個人情報保護条例を遵守しなければならない。 

（２）受託者は、業務の円滑な遂行に留意し、遅滞なく進めること。また、業務の遂行に

ついて委託者に随時報告を行い、その指示に従うこと 

（３）受託者は、委託者が貸与した資料等の複製、複写の可否及び返却等については、委

託者の指示に従うこと 

（４）受託者は、本事業公募に係るすべての書類、またその内容について、委託者の許可

なく譲渡、公開をしてはならない。 

（５）委託契約の締結 

  ①契約に関する事務は委託者で行う。 

  ②委託者は、選定された事業を提案した事業者と提案事業の実施方法等について協

議・調整を行う。この際、双方で確認の上、提案内容に修正・変更を加える場合が

ある。 

  ③契約条項は、委託者において示す。 

  ④契約の相手方となる事業者は、契約金額が 200万円を超える場合は、委託者に対し

て、委託料の 10 分の 1 の契約保証金を納めなければならない。ただし、保険会社

との間に委託者を被保険者とする履行保証契約を締結した場合において、契約保証

金の全部または一部を免除することができる。 

（６）契約の解除 

  ①委託契約に記載の条項に違反があったとき、委託者は契約の一部又は全部を解除し

委託料の支払いをしないもしくは支払った委託料の一部又は全額の返還を求める

場合がある。 

②上記①により契約を解除した場合、委託者は損害賠償又は違約金を求める場合があ

る。 

（７）委託費の支払いは、事業終了後に提出される実績報告書等に基づき、委託者が検査

を行い、契約書に定められた内容に適合していることなどを確認したうえで支払う。 

（８）受託者は、委託者が提供する画像を除き、成果物が他社の所有権や著作権を侵害し

ないことを保証し、制作に関して著作権の許諾など必要な手続きをおこなうこと。ま

た、使用する写真の被写体が人物の場合、肖像権の侵害がないように留意すること 

  



（９）本事業の成果物に係る権利は、受託者が従前権利を有していたものを除き、原則委

託者に帰属する。また、加工及び二次利用する場合は、事前に双方協議のうえ決定す

る。 

なお、これらの権利について、第三者と紛争等が生じた場合は、受託者がその責任

において対処すること。ただし、委託者より支給される資料や写真等についてはこの

限りではない。 

（10）受託者は、本業務を第三者に委託しまたは請け負わせることはできない。ただし、

あらかじめ委託者の承認を受けた場合はこの限りではない。 

（11）その他、本業務仕様書に定めのない事項については、双方協議のうえ決定する。 


